
平成３０年度 上里町教育認定（幼稚園利用）利用者負担額表

階層 区　　分 町基準

１（Ａ） 生活保護世帯 0

２（Ｂ） 町民税非課税世帯 1,000

３（Ｃ） 住民税均等割のみ課税世帯 2,000

４（Ｄ１） 住民税所得割額が48,600円以下 8,000

５（Ｄ２） 住民税所得割額が48,601円から77,100円 10,000

６（Ｄ３） 住民税所得割額が77,101円から144,100円 13,000

７（Ｄ４） 住民税所得割額が144,101円から211,200円 16,000

８（Ｄ５） 住民税所得割額が211,201円以上 20,000

☆４月～８月分の利用者負担額は前年度の市町村民税で、９月～３月分の利用者負担額は当年度の

　市町村民税で算定されます。

※利用者負担額の軽減については裏面をご覧ください。



利用者負担額の各軽減策等について

Ⅰ．第１子の場合

　　　○一般世帯　　　　　…表面の利用者負担額となります。　

　　　○ひとり親世帯、在宅障がい児（者）のいる世帯などの要保護世帯（生活保護世帯を除く。）等でB階層、

　　　    C階層の場合　　…無料となります。

　　　　　　　　　　　 D1階層、D2階層の場合…表面の利用者負担額・・・３，０００円となります。

　Ⅱ．第２子の場合

　　　○一般世帯

　　　　B階層、C階層の場合　　 …無料となります。

　　　  D1階層、D2階層の場合　…兄姉の年齢に関わらず表面の利用者負担額の半額となります。

○一般世帯で兄姉が小学３年以下で、小学校、幼稚園、認定こども園、保育所等を同時利用している場合

　　　（B階層、C階層を除く）　　　…表面の利用者負担額の半額となります。

○ひとり親世帯、在宅障がい児（者）のいる世帯などの要保護世帯（生活保護世帯を除く。）等でB階層

　　からD2階層の場合  …無料となります。

　Ⅲ．第３子以降の場合

　　○兄姉が小学３年以下で、小学校、幼稚園、認定こども園、保育所等を３人以上同時利用している場合

　　…無料となります。

　　○兄姉が小学３年以下で、小学校、幼稚園、認定こども園、保育所等を３人以上同時利用していない場合

　　…兄姉の年齢に関わらず無料となりますが、別途申請が必要です。


